
台東区介護支援専門員研修等受験・受講費用助成要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、介護支援専門員実務研修受講試験、介護支援専門員実務研修、介護支援専

門員現任研修、介護支援専門員更新研修、介護支援専門員再研修、主任介護支援専門員研修及

び主任介護支援専門員更新研修（以下これらを「介護支援専門員研修等」という。）を受験又

は受講した者及びその費用を負担した事業者に対し、当該費用の全部又は一部を助成すること

により、台東区内（以下「区内」という。）で働く介護支援専門員を支援し、介護人材の負担軽

減や介護サービスの質の向上を確保することを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１） 介護支援専門員 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７条

第５項に規定する者をいう。 

（２） 介護支援専門員実務研修受講試験 法第６９条の２第１項に規定する試験をいう。 

（３） 介護支援専門員実務研修 法第６９条の２第１項に規定する研修課程をいう。 

（４） 介護支援専門員現任研修 法第６９条の８第２項ただし書に規定する研修課程をいう。 

（５） 介護支援専門員更新研修 法第６９条の８第２項に規定する研修課程をいう。 

（６） 介護支援専門員再研修 法第６９条の７第２項に規定する研修課程をいう。 

（７） 主任介護支援専門員研修 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下

「施行規則」という。）第１４０条の６８第１項第１号に規定する研修課程をいう。 

（８） 主任介護支援専門員更新研修 施行規則第１４０条の６８第１項第２号に規定する研

修課程をいう。 

（９） 介護サービス事業所 法第８条に規定する介護保険サービスを行う事業所をいう。 

 

（助成対象者等） 

第３条 この要綱において助成を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 前条第２号から第８号までに掲げる試験又は研修を令和６年４月１日以降に受験又は

受講し、かつ、修了した者で、区内の介護サービス事業所において、現に介護支援専門員の

資格を活用した業務に従事する又は今後資格を活用する見込みのある者（以下「助成対象者」

という。）であること。 

（２） 助成対象者に係る次条に規定する対象費用を全額負担した介護事業者で東京都が実施

する介護支援専門員法定研修受講料補助金（以下「東京都補助事業」という。）の交付を受け

た介護事業者（以下「助成対象事業者」という。）であること。 

 

 



（対象費用）                                       

第４条 助成金の対象となる費用（以下「対象費用」という。）は、第２条第２号から第８号まで

に掲げる試験の受験料及び研修の受講料とする。 

 

（助成金の交付額）                                    

第５条 助成対象者への助成金の額は、対象費用のうち、助成対象者が現に支払った額（この要

綱による助成金と同種の支援金、助成金、補助金、手当等の支給を受けているときは、その受

給額を差し引いた額）とする。ただし、１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 助成対象事業者への助成金の額は、助成対象事業者が負担した対象費用の総額から東京都補

助事業において助成を受けた金額を差し引いた額とする。ただし、１００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てる。 

 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、台東区介護支援専門員研修等受験・

受講費用助成申請書（助成対象者用）（第１号様式）に次に掲げる書類を添付し、介護支援専門

員研修等を修了後１年以内に区長に提出しなければならない。 

（１）介護支援専門員研修等研修修了証明書の写し 

（２）介護支援専門員証の写し 

（３）受験料又は受講料の領収書 

（４）本人確認書類 

２ 助成対象事業者が助成金の交付を受けようとするときは、台東区介護支援専門員研修等受験・

受講費用助成申請書（助成対象事業者用）（第２号様式）に次に掲げる書類を添付し、東京都補

助事業の交付確定から６か月以内に区長に提出しなければならない。 

(１） 東京都補助事業において提出した実績報告書、実績報告書内訳、確認書及び確定通知書

の写し 

(２) 助成対象者全員分の介護支援専門員証の写し等 

 

（助成の決定） 

第７条 区長は前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、助成金の交付の可否

を決定する。 

２ 区長は、助成金を交付するものと決定したときは台東区介護支援専門員研修等受験・受講費

用助成金交付決定通知書（第３号様式）により、助成金を交付できないものと決定したときは

台東区介護支援専門員研修等受験・受講費用助成金不交付決定通知書（第４号様式）により、

当該申請者に通知する。 

３ 区長は、第１項の規定による交付の決定に当たり、必要に応じて条件を付すことができる。 

 

 



（助成金の請求） 

第８条 前条の規定により助成の決定通知を受けた者は、台東区介護支援専門員研修等受験・受

講費用助成金交付請求書(助成対象者用)（第５号様式）又は台東区介護支援専門員研修等受験・

受講費用助成金交付請求書（助成対象事業者用）（第６号様式）により、区長が指定する期間内

に助成金の交付を請求しなければならない。 

 

（助成金の交付） 

第９条 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求者に対し、速やかに助成金を

交付するものとする。 

２ 助成金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。 

 

（決定の取り消し及び助成金の返還） 

第１０条 区長は、交付決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）が次のいずれかに該当し

たときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（２） 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） 交付決定に係る対象費用ついて、他の助成金等の交付を受けたことが判明したとき。 

（４） その他区長が助成の決定を取り消す必要があると認めるとき。 

２ 区長は前項の規定により助成の決定を取り消したときは、速やかに台東区介護支援専門員研

修等受験・受講費用助成決定取消通知書（第７号様式）により、助成決定者に通知するものとす

る。 

 

（助成金の返還） 

第１１条 区長は、前条の規定により助成の決定を取り消したときは、助成決定者が既に受領し

ている助成金を返還させることができる。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に基づく助成金の交付について、この要綱に定めるものを除き、東京都台東

区補助金等交付規則（昭和４５年１２月台東区規則第３７号）の定めるところによる。 

 

（委 任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和７年３月１日から施行する。 

 


